
加藤誠二さん！！

懲戒解雇処分の取り消しと職場復帰を訴える！！

蒲郡駅事件第８回口頭弁論

７０名の仲間が結集

２月１７日、名古屋地方裁判所において、蒲郡事件民事裁判

第８回口頭弁論が、開催されました。

加藤誠二さんが最終意見陳述を行う！

、 、 。今回の弁論で 加藤誠二さんが 最終意見陳述を行いました

そのなかで、加藤誠二さんは 「会社は、会社の内部資料の存、

在をＪＲ東海労が、ホームページに掲載されたことに対して、

事件をデッチあげた。会社が、懲戒解雇処分にしたことは、許

すことはできない 」と力強く、怒りをもって訴えました。。

真実は一つ、加藤誠二さんは無実である！

懲戒解雇撤回・完全無罪を勝ち取るために職場

から闘いを強化しよう！

判決は、５月１９日１３時１０分から名古屋地方裁判所第１１０３法廷で言

い渡されます。

・刑事裁判の日程

第７回公判 ３月 ５日１４時～ 名古屋地方裁判所１号法廷

第８回公判 ３月１９日１１時～ 名古屋地方裁判所１号法廷
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